
千曲市国民健康保険運営協議会会議経過 

                                 

開催通知  平成１９年１２月２７日 

 

開催日時  平成２０年 １月１７日 (木) 

午後１時３０分～午後３時２０分 

 

開催場所  千曲市役所 更埴保健センター ３階集団指導室 

 

出席委員  中條 邦子  塚口 清登  竹内 裕司  豊城 隆明 

小野 耕一  安川 幸廣  青木 建夫  前山 安彦 

小林 安海  山本 正勝  北條 昭宣  大島 剛 

米澤 けさ子 中沢 礼子  松本 信秀 

 

欠席委員  岡澤 紀美子 中村 廣近  齋藤 幸世  春原 和枝 

 

事務局   近藤市長  福島健康福祉部長  清水健康推進課長 

大塚税務課調整幹  宮島戸倉保健センター業務係長 

滝沢国保医療係長  宮本主事 

 

報告日程                            

 １ 開 会   

 

２ 市長あいさつ （近藤市長） 

  

３ 議事録署名委員指名                     

      塚口清登委員、竹内裕司委員 

 ４ 協議事項                          

  （１）会長選出について 

     会長に大島剛さん選出。 

  会長あいさつ（会長）     

 （市長から会長に諮問書が提出。） 別紙１ 

（２）平成２０年度千曲市国民健康保険税の税率改正について  

 

（資料説明後、委員から、来年度の老人保健の受給者数と医療費の上昇について、 

医療給付費の伸びについて、税率の確認について質問がありました。） 

      



 
議長 平成１８年度千曲市国民健康保険の税率改正について各委員の挙手を求めた。 

 
「全委員挙手された。」 

 
（暫時休憩。 再開後、答申書の内容について全委員の了解を得た。） 

 
議長 諮問に対し検討した結果、賛成であるとの意見がまとまりましたので、答申書

を申しあげます。 
 
    （市長に答申） 別紙２ 
 

（３）千曲市特定健康診査等実施計画について 

 

（資料説明後、委員から、社会保険等の被保険者に対する対応について、健診と医療の

重複検査について、市の団体等協力体制について質問がありました。） 

 

議長 千曲市特定健康診査等実施計画について各委員の賛成を求めた。 

 
「全委員異議なし。」 

 
５ その他 
 【国保運営協議会の委員定数について】 
 
 （他市の状況と比較して、委員定数について説明後、委員から、被保険者の代表だけは

現状の人数にできないのか、どういう手続きで人数は決まるのか、他市の状況からして各

４人でいいのではないかの質問や意見がありました。） 
 
議長 国保運営協議会の委員定数について、被保険者を代表する委員・保険医又は保 
険薬剤師を代表する委員・公益を代表する委員を各６人から４人とすることで 
賛成を求めた。 

 
「全委員異議なし。」 

 
６ 閉 会   （省 略） 
 
                            午後３時２０分 終了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



諮  問  書

 

                     健 推 第 ５３６ 号  

                     平成２０年１月１７日  

千曲市国民健康保険運営協議会長 様              

 

                 千曲市長 近 藤 清 一 郎  

 

 平成２０年度千曲市国民健康保険税の税率について、千曲市国民健

康保険運営協議会 規則（平成１５年千曲市規則第７１号）第４条第１

号の規定により諮問いたします。 

 

諮 問 趣 旨 

 平成１８年国の医療制度改革により、後期高齢者医療制度の創設・国

民健康保険の制度改正等が平成２０年４月から施行されます。 

国民健康保険税においては、「医療分」・「介護分」と税の項目が分

かれておりましたが、制度改正後は、従来の項目に加え「後期高齢者支

援分」が加わります。このため、次のとおり改正をしたいので意見を求

めます。 

 よろしくご審議のうえ、適切なるご答申を賜りますよう、お願い申し

あげます。 

改 正 理 由 

国保財政の現況については、平成１８年度決算においての収支が１，

０７４万円程の黒字となり、平成２０年度では医療諸費の伸びを平成１

９年度決算見込みと比較して８．６％の伸び、国保会計全般では、５．

９％の伸びと見込み予算案を作成しました。今回の医療制度改革により

「後期高齢者支援分」が増えましたが、今までの税率の範囲で賄える見

込みであります。 

これらの結果、「介護分」は改正せず、「医療分」「後期高齢者支援

金分」をそれぞれ低所得者の負担軽減や更に社会経済情勢を考慮しなが

ら、基本的財源である保険税のうち、 

医療保険分の  所得割   ７．６％を   ５．８％に、 

資産割 ２４．０％を １８．０％に 

       均等割  １８，６００円を  １３，４００円に、 

平等割  １９，８００円を  １３，８００円に、 

それぞれ引下げ、 

別紙１ 



後期高齢者支援金を  所得割   １．８％に 

資産割  ６．０％に 

          均等割  ５，２００円に、 

平等割  ６，０００円に、 

設定したいと思います。 

 

世帯数・被保険者数の年間対比表 

（医療分及び後期高齢者支援金に係る被保険者数） 

区     分 １９年３月末現在 ２０年４月１日見込 

世  帯  数 １１，８９４世帯 ８，９４１世帯 

総     数 ２２，４９２人 １６，０９３人 

退職者被保険者 ５，１７１人 １，１４６人 

老人保健医療給付対象者 ６，４３７人 ０人 

被 

保 

険 

者 

数 
一般 

上記以外の者 １０，８８４人 １４，９４７人 

 



 
 

平成２０年１月１７日 
 
  千曲市長 近 藤 清 一 郎 様 
 
                        千曲市国民健康保険運営協議会 
                             会 長 大 島 剛 
 

平成２０年度 千曲市国民健康保険税について（答申） 
 
平成２０年１月１７日付健推第５３６号で諮問のあった標記の件について、 

 当協議会の意見は下記のとおりです。 
 

記 
 
 国保財政の安定化が望まれています。 
今回の諮問では、国の医療制度改革によるものでありますが、今後も医療諸費等の上昇

など支出が増大し、厳しい財政運営が予測されます。 
 新たな税項目が増加するなかで、保険給付費に必要な財源確保として、被保険者に対し

て配慮され、また、社会情勢を考慮しての措置であり、止むを得ないものと考え了承する

ものであります。 
 今後においても、医療保険制度の動向・経済情勢・収支状況等を適確に把握し、被保険

者の負担の適正化を図るとともに特定健康診査・特定保健指導事業を推進し、より一層の

収納率向上対策に努め、保険者としての経営努力をされたい。 
 

   区   分 内        容 
所得割 ７．６％を ５．８％に改定 
資産割 ２４．０％を１８．０％に改定 
均等割 １８，６００円を１３，４００円に改定 

医療保険分 

平等割 １９，８００円を１３，８００円に改定 
 

   区   分 内        容 
所得割 １．８％に設定 
資産割 ６．０％に設定 
均等割 ５，２００円に設定 

後期高齢者 
医療支援金分 

平等割 ６，０００円に設定 
 
 

別紙２ 


